
京丹波町議会基本条例 改正私案・現行対照表 

 

改正私案 現行 

（議会及び議員の責務） 

第１８条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び活動原則並びにこ

れらに基づいて制定される諸例規を遵守して議会を運営し、もって町民を

代表する合議制の機関として、町民に対する責務を果たさなければならな

い。 

（議会及び議員の責務） 

第１８条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び活動原則並びにこ

れらに基づいて制定される条例等を遵守して議会を運営し、もって町民を

代表する合議制の機関として、町民に対する責務を果たさなければならな

い。 

 


